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平成２５年度小金井市一般会計予算 

 

 平成２５年度小金井市の一般会計予算は、次に定めるところによる。  

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３７，１６５，０００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担

する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」

による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。  

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、５，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の  

 金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）  

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項

の間の流用 

 

     平成２５年１月３０日提出 

 

          東京都小金井市長  稲 葉 孝 彦 
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第 ２ 表 債務負担行為 

 

事     項 期  間 限 度 額 

小金井市土地開発公社用地先

行取得事業（平成２５年度） 

平成２５年度 

～平成４０年度 

平成２５年度において小金井市

土地開発公社が取得する用地等

の買取りに要する額 

金融機関に対する債務保証 
平成２５年度 

～平成４０年度 

小金井市が小金井市土地開発公

社に委託した業務につき、同公社

が融資を受けた元金及び利子 

環境基本計画改訂支援委託料 平成２６年度 ５，８８０千円 

地域防災計画修正支援委託料 平成２６年度 １，６８０千円 

少年自然の家指定管理委託料 
平成２５年度 

～平成３０年度 

少年自然の家の管理運営に要す

る額 

総合体育館指定管理委託料 
平成２５年度 

～平成３０年度 

総合体育館の管理運営に要する

額 

栗山公園健康運動センター指

定管理委託料 

平成２５年度 

～平成３０年度 

栗山公園健康運動センターの管

理運営に要する額 

 



番
号

起 債 の 目 的 限 度 額
起 債 の
方 法

利 率 償還の方法 備 考

千円
けやき保育園及びピノキオ幼児

1 園移転改築事業 725,400

2 あかね学童保育所建替事業 56,100

ＪＲ中央本線まちづくり側道整
3 備事業 185,800

東小金井駅高架下自転車駐車場
4 （西側）開設事業 115,600

5 ＪＲ中央本線連続立体交差事業 399,200

東小金井駅北口土地区画整理事
6 業 191,000

都市計画道路3・4・12号線整備
7 事業 24,300

（仮称）貫井北町地域センター
8 建設事業 591,000

9 臨時財政対策債 633,000

2,921,400
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第 ３ 表 　地方債

合 計

4.5％以内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について、
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率）

　借入の時か
ら据置期間を
含み、30年以
内に償還す
る。
　ただし、財
政その他の都
合により据置
期間及び償還
年限を短縮
し、もしくは
繰上償還を
し、又は低利
債に借換えす
ることができ
る。

借入年度

平成25年度

　ただし、事
業の進捗又は
財源その他の
都合により、
起債額の全部
又は一部を翌
年度に繰り越
して借り入れ
ることができ
る。

証書借入

又は

証券発行


